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第 1部　損害論　第 2章　 各　論 ３　精神的損害　⑴・イ

3 　精神的損害

⑴ 　生命・身体的損害としての精神的損害（後遺障害・死亡慰謝料
及び入通院慰謝料）

ア　はじめに
センターには、申立人又はその親族により、本件事故により避難等を余儀
なくされたために既往症が悪化したり、新たな疾患を発症したり、あるいは
死亡に至ったと主張して、治療費等のほか、精神的損害の賠償を求めて和解
仲介が申し立てられることも多い。
このような本件事故による「生命・身体的損害」に関する損害賠償につい
ては、一般の不法行為と同様、本件事故と相当因果関係のある損害について
賠償が認められると考えられているほか、損害額の算定方法等については、
センターのADRにおいても、交通事故の裁判実務において用いられる「民
事交通事故訴訟　損害賠償額算定基準　上巻（基準編）」（以下「赤い本」と
いう。）を参考にして、赤い本において精神的損害の損害項目として列挙さ
れている傷害（入通院）慰謝料及び後遺障害・死亡慰謝料を中心に和解案が
検討されており、これらの点では、裁判実務と共通する部分がある。
もっとも、センターでは、「影響割合」と呼ばれる裁量的割合を乗じた和
解案提示が広く行われているところ1、この手法が、「生命・身体的損害」
に関する和解仲介でも取り入れられていることなど、裁判実務と必ずしも同
一ではないところもある。
そこで本項では、「生命・身体的損害」に関する不法行為法における基本
概念、具体的には、相当因果関係及びその立証の緩和、被害者の素因による
減額といった各種理論的な問題のほか、慰謝料の基準額等について、判例・
学説、裁判実務の状況等を概説した上で、これらとの比較において、中間指
針を踏まえたADRにおける「生命・身体的損害」、その中でも精神的損害
についての和解実務の特徴について、本件事故に係る裁判例にも言及しなが

1　詳細は、 4⑶イ（342頁）を参照

ら検討する。

イ　基本概念と判例
ア　相当因果関係
不法行為の因果関係は、不法行為と損害との間の「相当因果関係」の有無
により判断するのが通説・判例である。
最高裁は、医療事故訴訟である東大病院ルンバール・ショック事件2にお

いて、「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証
明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結
果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、そ
の判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるもので
あることを必要とし、かつ、それで足りるものである」と判示し、因果関係
の立証は「高度の蓋然性」があることが基準になることを示した。
イ　相当因果関係の立証困難に関する学説、裁判例
ａ　確率的心証論／割合的因果関係論／割合的責任論3

最高裁が相当因果関係についての「高度の蓋然性」の証明を求めたことか
ら、事実的因果関係の証明が難しい公害・環境訴訟の分野では、この困難に
対応するため、疫学的因果関係論と並び、被告企業に、立証の割合に応じて
損害賠償責任を課す取組が行われている。
公害・環境訴訟においてそのような解決が図られた事件として、多奈川火
力発電所公害訴訟判決4、西淀川大気汚第一次訴訟判決5、同二次訴訟判決6

がある。
このような下級審裁判例の対応を理論化するものとして、「割合的因果関
係論」や「確率的心証論」が提唱されてきた。いずれも因果関係の立証が困

2　最二小判昭和50・10・24民集29巻 9 号1417頁〔27000352〕
3 　石橋秀起「公害・環境法における割合的責任の法理」立命館法学327＝328号
（2009年）57頁（1481頁）以下
4　大阪地判昭和59・ 2 ・28判タ522号221頁〔27801370〕
5 　大阪地判平成 3・ 3・29判タ761号46頁〔27811181〕
6 　大阪地判平成 7・ 7・ 5判タ889号64頁〔27827921〕
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番号 枝
番号

裁判日付・裁判所・
事件番号

原告所
在地 業種 事案の概要 営業損害（逸失利

益）の請求期間
風評被害に
かかる判断 認容額（遅延損害金を除く）・算定方法 審級 判例 ID

1
平成25年 2 月 1 日
東京地方裁判所
平成24年（ワ）1074号

宮城県
食品・日用
品・雑貨の
卸売販売業

原告が、被告国及び被告東京電力に対し、
本件事故による風評被害により、原告が販
売しているマスク類が、取引先から返品さ
れ、在庫分も販売できなくなり、原告は、
本件事故以来、営業することもできなく
なったなどと主張して、被告らに対し、連
帯して、上記マスク類の返品・在庫分相当
額の一部として1200万円及び営業損害1000
万円の合計額である2200万円等の支払を求
める事案

（＊ 1） 棄却 第一審 29025824 

2

1
平成26年 4 月17日
千葉地方裁判所
平成25年（ワ）1385号

千葉県

公共施設の
管 理・ 運
営、 ホ テ
ル、その他
の宿泊施設
の経営等

茨城県ひたちなか市の設置するホテルの指
定管理者である原告が、本件事故が起きた
ことにより、風評被害に係る損害を被った
と主張して、被告東京電力に対し、8570万
6778円（逸失利益7791万5253円及び弁護士
費用779万1525円の合計）等の支払を求め
る事案

平成24年 4 月 1 日
から平成25年 3 月
31日まで

棄却 第一審 28223666 

2
平成26年 8 月28日
東京高等裁判所
平成26年（ネ）3143号

控訴棄却 控訴審 28223673 

3

1

平成27年 7 月 1 日
東京地方裁判所
平成25年（ワ）1507号
判タ1418号227頁

東京都 ゴルフ場の経営等

群馬県においてゴルフ場を経営する原告
が、本件事故により、福島県の近隣県に放
射性物質が放出され、放射性物質による汚
染の危険があるのではないかとの風評が広
がり、経営するゴルフ場が風評被害を被っ
たと主張して、被告東京電力に対し、
4397万9404円（逸失利益3998万1277円及び
弁護士費用399万8127円の合計又は逸失利
益4465万9194円及び弁護士費用446万5919
円の合計の一部）等の支払を求める事案。
なお、控訴審では、原告は、請求を減縮
し、損害賠償の一部として、当初の請求額
のうち1500万円等の支払を求めている。

平成23年 3 月から
同年 7月末日まで

棄却 第一審 28233417 

2
平成28年 1 月13日
東京高等裁判所
平成27年（ネ）4336号

控訴棄却 控訴審 28240493 

4

1
平成28年 6 月30日
千葉地方裁判所
平成27年（ワ）643号

東京都 ゴルフ場の経営等

千葉県においてゴルフ場（以下「本件ゴル
フ場」という。）を経営する原告Ｘ 1及び
本件ゴルフ場内においてレストラン（以下
「本件レストラン」という。）を経営する原
告Ｘ 2 が、本件事故が発生したことにより、
放射性物質による汚染の危険があるのでは
ないかとの風評が広がり、本件ゴルフ場及
び本件レストランが風評被害を被ったと主
張して、被告東京電力に対し、原告X 1の
逸失利益2404万6155円及び原告X 2の逸失
利益613万0063円等の支払を求める事案

平成23年12月 1 日
から平成24年 5 月
31日まで

棄却 第一審 28250072 

2
平成28年11月30日
東京高等裁判所
平成28年（ネ）3896号

控訴棄却 控訴審 28250073 
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6 　中間指針第五次追補の概説

本件事故の被害者が、国や東京電力を被告として本件事故を原因とする損
害賠償を求める集団訴訟を全国各地で提起していたところ、高等裁判所にお
いて判決が言い渡されていた 7件の控訴審判決1（以下「本件確定判決」と
いう。）が、令和 4年 3月、東京電力との関係において確定した。
これを踏まえ、第56回審査会（同年 4月27日）において、中間指針の見直

しも含めた対応の要否について検討を行うに当たり、専門委員（原子力損害
賠償紛争審査会の組織等に関する政令 4条 2項）を任命して、本件確定判決
等の調査・分析を行うこととされた。
その後、第58回審査会（同年 9月26日）において、専門委員により「判決
等の調査・分析について　中間報告」（以下「中間報告」という。）が、第59
回審査会（同年11月10日）において、「判決等の調査・分析について　最終
報告」（以下「最終報告」という。）がなされた。
審査会は、同日の会議において、最終報告における提言を踏まえ、「第五
次追補」という形式で中間指針の見直しをすることを決定するとともに、見
直しの内容として、①過酷避難状況による精神的損害の類型化、②故郷（生
活基盤）喪失・変容による精神的損害の（帰還困難区域等以外の区域におけ
る）類型化、③相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる健康不安に
基礎を置く精神的損害の類型化、④精神的損害の増額事由の類型化、⑤自主
的避難等による損害について子供及び妊婦以外の者の賠償期間の変更、を中
心として検討することとした。

審査会は、その後 4回の会議において議論を行い、第63回審査会（同年12
月20日）において、第五次追補を策定した。
上記①から⑤は、第五次追補の第 2の 1において過酷避難状況による精神
的損害が、第 2の 2において生活基盤喪失・変容による精神的損害が、第 2
の 3において相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる健康不安に基
礎を置く精神的損害が、第 2の 4において精神的損害の増額事由が、第 3に
おいて自主的避難等による損害が、それぞれ規定された。
第五次追補は、本件事故による精神的損害を中心に、これまでの中間指針
及び同追補（以下「中間指針等」という。）の損害項目や賠償額の目安など
を大幅に見直すものであり、ADRセンターにおける賠償実務においても、
重要な意義を有する。
以下、中心的に見直しが検討された上記項目ごとに解説を加える。
なお、第五次追補については、文部科学省ホームページにおいて、「中間
指針第五次追補に関するＱ＆Ａ集」（以下「Ｑ＆Ａ」という。）が公開されて
いるので、併せて参照されたい。

⑴　過酷避難状況による精神的損害（第五次追補第 2の 1）
ア　追補の経緯等
令和 4年 3月の最高裁決定により確定した本件確定判決においては、本件

事故発生当初における損害を避難生活の継続による慰謝料とは区別した損害
項目として認定するもの（仙台高裁いわき判決、仙台高裁生業判決、高松高
裁松山判決）や本件事故当初の精神的苦痛を慰謝料算定において重視するも
の（東京高裁小高判決、東京高裁前橋判決、東京高裁千葉判決）がみられる
ものの、それぞれの判決の認容した損害額は異なるし、また、損害の基礎と
なる精神的苦痛の内実に異同があるのかなどといった点は必ずしも明らかで
はなかった。
そこで、専門委員は、中間指針等及び本件確定判決の考え方を調査・分析
し、最終報告において、各判決が共通して法的保護に値すると認めたものと
評価できる精神的損害の内実等を示した上で、類型化に当たっての考え方を
示した。

1　①仙台高裁いわき判決（仙台高判令和 2・3・12判時2467号27頁〔28281804〕）、
②東京高裁小高判決（東京高判令和 2・3・17平成30年（ネ）2335号裁判所 HP
〔28282026〕）、③仙台高裁生業判決（仙台高判令和 2・9・30判時2484号185頁
〔28283525〕）、④東京高裁前橋判決（東京高判令和 3・1・21訟務月報67巻10号1379
頁〔28300229〕）、⑤仙台高裁中通り判決（仙台高判令和 3・1・26判タ1497号93頁
〔28290524〕）、⑥東京高裁千葉判決（東京高判令和 3・2・19平成29年（ネ）5558号裁
判所HP〔28301525〕）、⑦高松高裁松山判決（高松高判令和 3・9・29令和元年（ネ）
164号等裁判所HP〔28293260〕）


